
熱海市立澤田政廣記念美術館条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和２年３月１８日 

熱海市長 齊 藤  栄   

熱海市条例第５号 

熱海市立澤田政廣記念美術館条例等の一部を改正する条例 

（熱海市立澤田政廣記念美術館条例の一部改正） 

第１条 熱海市立澤田政廣記念美術館条例（昭和６２年熱海市条例第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表の１ 常設展示の表中「３２０円」を「３８０円」に、「２１０円」を「２５０円」

に、「１００円」を「１２０円」に改める。 

（熱海市起雲閣の設置、管理及び使用料に関する条例の一部改正） 

第２条 熱海市起雲閣の設置、管理及び使用料に関する条例（平成２３年熱海市条例第２０号）

の一部を次のように改正する。 

別表第１見学施設入館料の表中「５１０円」を「６１０円」に、「４１０円」を「４６０

円」に、「３００円」を「３６０円」に、「２００円」を「２４０円」に改める。 

別表第２の(1) 貸出施設使用料の表中「１，０２０円」を「１，０５０円」に、「７２０

円」を「７３０円」に、「５１０円」を「５２０円」に、「３，０８０円」を「３，１５０

円」に、「２，１６０円」を「２，２００円」に、「１，５４０円」を「１，５７０円」に、

「２，０５０円」を「２，１００円」に、「１，４４０円」を「１，４７０円」に、「 

６，１７０円」を「６，３００円」に、「４，３２０円」を「４，４１０円」に、「８２０

円」を「８４０円」に、「６１０円」を「６３０円」に、「４１０円」を「４２０円」に、

「２，４６０円」を「２，５２０円」に、「１，８５０円」を「１，８９０円」に、「 

１，２３０円」を「１，２６０円」に、「１，６４０円」を「１，６８０円」に、「 

４，９３０円」を「５，０４０円」に、「３，７００円」を「３，７８０円」に改める。 

別表第２の(2) 冷暖房使用料の表中「９２０円」を「９４０円」に、「２，７７０円」を

「２，８３０円」に、「１，８５０円」を「１，８９０円」に、「５，５５０円」を「 

５，６７０円」に、「３００円」を「３１０円」に、「６１０円」を「６３０円」に改める。 

別表第２の(3) 附属設備使用料の表中「３，０８０円」を「３，１５０円」に、「 

２，０５０円」を「２，１００円」に、「１，５４０円」を「１，５７０円」に、「 

６，１７０円」を「６，３００円」に、「４，１１０円」を「４，２００円」に、「１万 



２，３４０円」を「１万２，６００円」に、「８，２２０円」を「８，４００円」に、「 

２００円」を「２１０円」に改める。 

別表第３撮影使用料の表中「５，１４０円」を「５，２５０円」に改める。 

（熱海市池田満寿夫・佐藤陽子創作の家条例の一部改正） 

第３条 熱海市池田満寿夫・佐藤陽子創作の家条例（平成１７年熱海市条例第１６号）の一部

を次のように改正する。 

別表創作の家入館料の表中「３００円」を「３６０円」に、「２００円」を「２４０円」

に、「１００円」を「１２０円」に改める。 

（熱海市池田満寿夫記念館条例の一部改正） 

第４条 熱海市池田満寿夫記念館条例（平成１９年熱海市条例第２０号）の一部を次のように

改正する。 

別表池田記念館入館料の表中「５１０円」を「６１０円」に、「４１０円」を「４９０円」

に、「３００円」を「３６０円」に、「２００円」を「２４０円」に改める。 

（熱海市立伊豆山郷土資料館条例の一部改正） 

第５条 熱海市立伊豆山郷土資料館条例（昭和５５年熱海市条例第１９号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表資料館入館料の表中「１５０円」を「１８０円」に、「１００円」を「１２０円」に、

「７０円」を「８０円」に改める。 

附 則 

１ この条例は、令和２年１０月１日から施行する。 

２ 第２条の規定による改正後の熱海市起雲閣の設置、管理及び使用料に関する条例別表第２

及び別表第３の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日

前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。 


